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資料３ 

 

イコモス勧告及び世界遺産委員会決議への対応について 

 

 

１ 世界遺産委員会決議における勧告内容 

ａ）現在も私有地となっている構成資産範囲について、全ての範囲を取得する

計画を進めること。 

ｂ）不適格なインフラ要素について、撤去もしくはそれらの影響を低減するこ 

と。 

ｃ）考古学的記録に関する情報及び構成資産から出土した遺物の目録(発掘及び

登録手続きの記述、及び発掘報告)を拡張すること。 

ｄ）作業指針第40段落及び第117段落に則って、資産の保護及び管理に現時点で

参加していない利害関係者を含めることについて、オープンマインドな姿勢

を維持することにより、良いガバナンスの原則に従うこと。 

ｅ）本シリアルプロパティを構成する全構成資産について、記載された資産、

緩衝地帯、(特別)史跡として保護されている範囲、及び「周知の埋蔵文化財

包蔵地」の範囲を明示した、地図を提供すること。 

 

２ 勧告への対応 

ａ）について 

構成資産内の私有地について公有地化を計画的に進め、対応状況を経過観

察年次報告書に記載する。 
 

ｂ）について 

不適格なインフラ要素について、撤去もしくは負の影響の低減を図り、対

応状況を経過観察年次報告書に記載する。 
 

ｃ）について 

調査報告書や出土品目録などの多言語化を含む情報提供の拡充に向けて、

公式ホームページやアーカイブなどを活用した情報発信のあり方を検討する。 

各構成資産については、所管する地方公共団体が対応する。 
 

ｄ）について 

保存活用協議会など資産の保存・活用に関わる組織については、多様な関

係者が参画できるよう、開かれた組織・運営に努める。 
  

なお、ｅ）については、既に対応済みである。 
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３ 資産及び緩衝地帯における不適格工作物の撤去等の進捗状況 

（１）資産範囲 

No. 構成資産名 不適格工作物の撤去等の進捗状況 

1 大平山元遺跡 公有地化に向けて協議を継続中。公有地化率は71.41％。 

2 垣ノ島遺跡 特になし。 

3 北黄金貝塚 
資産内に所在する携帯電話基地局について、事業者と将来

的な撤去についての協議を継続している。 

4 田小屋野貝塚 樹木の伐採を実施した。公有地化率は86％になる見込み。 

5 二ツ森貝塚 資産内にある見晴台を撤去した。 

6 三内丸山遺跡 特になし。 

7 大船遺跡 墓地について，計画的に移転を進めている。 

8 御所野遺跡 該当なし。 

9 入江貝塚 
入江保育所は統廃合による移転が計画されており、現在、

移転先及び実施時期について調整を進めている。 

10 小牧野遺跡 該当なし。公有地化率は83.18%。 

11 伊勢堂岱遺跡 該当なし。 

12 大湯環状列石 
鹿角市大湯環状列石を通る県道の移設に向けて、秋田県が

移設ルートの概略設計を実施している。 

13 キウス周堤墓群 国道337号は現状からの変化なし。公有地化率は50.6％。 

14 大森勝山遺跡 該当なし。公有地化率は99.8%。 

15 高砂貝塚 該当なし。 

16 亀ヶ岡石器時代遺跡 

樹木の伐採を実施した。 

台地東端部に１軒残っていた個人住宅が撤去され、公有地

化を実施する。公有地化率は43.7％になる見込み。 

17 是川石器時代遺跡 

旧八戸市歴史民俗資料館（地下部分）及び復元竪穴建物２

棟を年度内撤去予定。旧八戸市歴史民俗資料館の地上部分

は令和３年度撤去済み。 

八戸市縄文学習館は取扱方針及び撤去計画を再検討する。 

※「該当なし」は構成資産内に不適格工作物がないこと、「特になし」は不適格工作物の

撤去等について進展がないことを示す。 
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（２）緩衝地帯 

No. 構成資産名 不適格工作物の撤去等の進捗状況 

1 大平山元遺跡 特になし。 

2 垣ノ島遺跡 特になし。 

3 北黄金貝塚 

資産に隣接する緩衝地帯内の土地（雑品回収業者の住宅含

む）について、令和３年度に公有地化を完了した。令和４

年度中に史跡公園駐車場として整備予定であり、必要に応

じて植樹による修景を行う。 

4 田小屋野貝塚 特になし。 

5 二ツ森貝塚 特になし。 

6 三内丸山遺跡 特になし。 

7 大船遺跡 特になし。 

8 御所野遺跡 東北電力所有の高圧線鉄塔移設に関しては協議継続。 

9 入江貝塚 電波塔は老朽化に伴う建て替えの際に、再度協議を行う。 

10 小牧野遺跡 該当なし。 

11 伊勢堂岱遺跡 特になし。 

12 大湯環状列石 
鹿角市大湯環状列石を通る県道の移設に向けて、秋田県が

移設ルートの概略設計を実施している。 

13 キウス周堤墓群 該当なし。 

14 大森勝山遺跡 該当なし。 

15 高砂貝塚 特になし。 

16 亀ヶ岡石器時代遺跡 特になし。 

17 是川石器時代遺跡 緩衝地帯の是川縄文守護観音を年度内に撤去予定。 

※「該当なし」は構成資産内に不適格工作物がないこと、「特になし」は不適格工作物の

撤去等について進展がないことを示す。 

 

 

 

 


